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令和８年度 労務安全衛生管理夏季講座 

公益社団法人 神奈川労務安全衛生協会 

TEL 045-662-5965 FAX 045-201-7122 

                                                         MAIL   kanagawa@roaneikyo.or.jp  

 

 

長年に亘って事業場の人事労務関係者、安全・衛生管理者、産業医及び産業保健

従事者に参加いただき、労務安全衛生に関するその時々のホットな話題を取り上

げ、いろいろな業種・事業場の方々と意見交換を行い、今後の業務に活かしていた

だく場として本年も集合開催いたします。 

第一部は参加者全員を対象に神奈川労働局による「労働行政の現状と課題」の基

調講演、神奈川県若年性認知症支援コーディネーターから「知っていますか？若年

性認知症について」の特別講演を行います。 

第二部は、第一分科会が「安全衛生担当者の職務～どのように進めたらよいのか

～」を基幹テーマとするパネルディスカッションとグループ討議、第二分科会は(独

法)神奈川産業保健総合支援センター産業保健相談員、㈱産業医オフィス森田 代表

である森田哲也先生より「メンタルヘルスや健康管理でおさえておきたい法律の知

識」と題した分科会講演とグループ討議の構成となります。 

多数の方々にご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

 

 
 

日    時  ２０２６年７月３日（金） 12：30 ～ 17：00 

 

会    場  かながわ県民センター 2 階 県民センターホール 

        横浜市神奈川区鶴屋町 2－24－2 

 

会    費   無 料 
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分 科 会 

(パネルディスカッション) 

 

〔第１分科会〕 

「安全衛生担当者の職務」 

～どのように進めたらよいのか～ 

 

化学物質の自律的管理や、高年齢労働者対策、熱中症対策などの安全衛生の取組が法的に強化

されてきています。一方で、各事業場の現場では、安全衛生に詳しい社員が減少し、新任担当者

がインターネット情報などを参考に試行錯誤し、悩みを抱えながら進めている方が多いのではな

いでしょうか。 

そこで今回は、当協会の労働衛生技術専門家会議メンバーがパネリストとなり、安全衛生の基

本についてのパネルディスカッションを行います。安全衛生の経験豊富な専門家に、担当者とし

てよくある悩みの解決策をわかりやすく解説いただくとともに、参加者からの質問やご意見にも

回答いただきます。また、その後は参加者の皆さんによるグループ討議により、日ごろの悩みや

問題点の解決に向けた有用な情報を交換していただきたいと思いますので、衛生管理者、安全衛

生担当者、人事労務担当者等、多数の方々のご参加をお待ちしております。 

1. パネルディスカッション 

< ディスカッションテーマ > 

 ● 担当者として、何から始めたらよいのか 

 ● 安全衛生管理体制を整備するにあたってのポイント 

 ● 高年齢労働者対策はどのように進めればよいのか 

< パネリスト > 

神奈川労務安全衛生協会 労働衛生技術専門家会議メンバー 

< 座長・コーディネーター > 

椎野労働衛生コンサルタント事務所 代表 椎野 恭司 氏 

2. グループ討議 

安全衛生担当者として困っていることについて 分科会参加者 様 

(グループリーダー)労働衛生技術専門家会議メンバー 

 

※ 受講される方からのご質問を事前に受付します。詳しくは受講申し込み後にお送りする「受

講票メール」をご確認ください。 
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分   科   会 

〔第２分科会〕 

「メンタルヘルスや健康管理でおさえておきたい法律の知識」 

 

 近年、職場におけるメンタルヘルス対策や健康管理の重要性が高まる一方で、「安全配慮義務

を踏まえて、誰とどこまで情報を共有してよいのか」「健康情報などの個人情報の取扱いは適切

か」「トラブルを未然に防ぐために何を押さえるべきか」といった悩みを抱える担当者は少なく

ありません。 本講習会では、安全配慮義務の考え方を軸に、実務で迷いやすいポイントを実例

や判例を含め法律の視点から整理し、現場対応に活かせる知識をわかりやすく解説します。 

【主な内容】 

 メンタルヘルス・健康管理における安全配慮義務の考え方と実務への影響 

 産業保健職の 1人職場で起こりやすい判断の難しさと留意点 

 健康情報等の個人情報の取扱いと情報共有はどの範囲、人事、上司、産業保健職間での

共有の線引き 

 就業規則・社内規程とメンタルヘルスの実務との関係 

 実際にあったトラブル事例から学ぶリスクと対策 

【対象者】 

人事・労務担当者、産業医・保健師・看護職などの産業保健職、管理職・現場責任者など、事

業場のメンタルヘルス等の対応にお悩みや不安を感じている方 など 

 

具体例を交えて解説し、日々の実務にすぐ役立つ内容となっており、講演後に参加者の皆さん

によるグループ討議がありますので、日ごろの悩みや問題点の解決に向けた有用な情報を交換し

ていただきたいと思います。ぜひご参加ください。 

 

座  長  神奈川労務安全衛生協会 産業保健活動委員会 委員長 田中 圭子 氏 

 

＜ 講  演 ＞ 「メンタルヘルスや健康管理でおさえておきたい法律の知識」 

   (独法)神奈川産業保健総合支援センター産業保健相談員 

  株式会社産業医オフィス森田       代表 森田 哲也 氏  

 

＜グループ討議＞ 各事業場の事例と受講後の対応方策等について 分科会出席者 様 

(グループリーダー)産業保健活動委員会委員 

 

※ 第 2分科会をお申込みの場合効果的なグループ討議とすべく申込時に職制を選択ください。 
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申込方法について 

① お申込みはインターネットから可能です。 

 お申込み先URL：https://www.roaneikyo.or.jp/reserve/reserve_top.php  

  ※教育講習研修会等→「労務安全衛生管理夏季講座（第一分科会）」または 

「労務安全衛生管理夏季講座（第二分科会）」を選択ください。 

 希望する分科会毎のお申込みとなりますのでご注意ください。     ＜お申込ページQRコード＞ 

② お申込は先着順の受付とし、定員になり次第締切りますので早めにお願いいたします。 

お申込み受付完了後、受講票をメールいたします。1週間経過しても未着の場合には協会宛に

ご連絡をお願いします。詳しくは当協会ホームページをご覧ください。 

※お申込みを取消しされる場合には、早めにご連絡をお願いします。

公益社団法人 神奈川労務安全衛生協会 

         ＴＥＬ045-662-5965 メール kanagawa@roaneikyo.or.jp  

 

 

 

 
 

 
 

• 会場最寄り駅は「横浜駅」です。（西口・きた西口を出て徒歩 5分） 
 

 

かながわ県民センター 
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 
      ２－２４－２ 
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令和 8年度 労務安全衛生管理夏季講座 

 

次第 

 

≪開    会≫ 12:30 ～ 

 

(1) 開会の辞 12:30 ～ 12:40 (公社)神奈川労務安全衛生協会 専務理事 

(2) 基調講演 12:40 ～ 13:20 

「労働行政の現状と課題」(仮題) 神奈川労働局 様 

(3）特別講演 13:20 ～ 13:50 

       「知っていますか？若年性認知症について」 

 神奈川県若年性認知症支援コーディネーター 

                                  小菅 孝治 氏        

≪ 休   憩≫ 13:50 ～ 14:00 

(4) パネルディスカッション及び分科会講演 14:00 ～ 15:00 

〔第一分科会〕討議テーマ 

 「安全衛生担当者の職務～どのように進めたらよいのか～」 
 パネリスト 神奈川労務安全衛生協会 

  労働衛生技術専門家会議メンバー 

〔第二分科会〕 講演テーマ 

「メンタルヘルスや健康管理でおさえておきたい法律の知識」 

 講 師 (独法)神奈川産業保健総合支援センター産業保健相談員 

 株式会社産業医オフィス森田    代表 森田 哲也 氏 

≪ 休   憩≫ 15:00 ～ 15:10 

(5) グループ討議 15:10 ～ 16:20 

〔第一分科会〕討議テーマ「安全衛生担当者として困っていることについて」 

 分科会参加者 様 

〔第二分科会〕討議テーマ「各事業場の事例と受講後の対応方策等について」  

 分科会参加者 様 

(6) グループ報告 16:20 ～ 16:50 

(7) 座長総括     16:50 ～ 17:00 

〔第一分科会〕椎野労働衛生コンサルタント事務所      代 表 椎野 恭司 氏 

〔第二分科会〕産業保健活動委員会 委員長 田中 圭子 氏 

 

≪閉    会≫ 17:00 
 


